
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多胎妊婦の方が医療機関で妊婦健康診査を受けた場合、検診費用の

一部を助成します。１回５,０００円、最大５回まで対象です。 

審査後、指定口座へ助成金を振り込みます。 

 

 

 長門市に住民票があり、医療機関で妊婦健康診査を受けた多胎妊婦の方 

 

 

助成額 １回につき５,０００円 

助成回数 最大５回まで 

支給方法 償還払い（後払い） 

振込方法 審査後、指定の口座へ振込 

    

 

 
 

 

 

 

 

多胎妊婦健康診査費 

を助成します 

 

 

問い合わせ先   長門市保健センター  

TEL：０８３７－２３－１１３３ ・ ０８３７－２３－１１３２ 

対 象 者 

助 成 内 容 

 申請の流れ 

医療機関で健診 領収書を保管 
市役所に 

申請書類を提出 
口座振込 


